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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】令和2年5月21日(2020.5.21)

【公開番号】特開2019-216101(P2019-216101A)
【公開日】令和1年12月19日(2019.12.19)
【年通号数】公開・登録公報2019-051
【出願番号】特願2019-142624(P2019-142624)
【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年4月10日(2020.4.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カソード電極フィルムであって、
　活性炭素及び／又は導電性炭素と、
　リチウム金属酸化物、硫化リチウム、又はこれらの混合物から選択される活性材料と、
　ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）と、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、Ｐ
ＶＤＦ共重合体及びポリエチレンオキサイド（ＰＥＯ）の少なくとも１つとを含む混合バ
インダ材とを備え、
　構造的な支持を行うバインダのマトリックスを含む独立した電極フィルムである、カソ
ード電極フィルム。
【請求項２】
　前記活性材料は、リチウム金属酸化物である、請求項１に記載のカソード電極フィルム
。
【請求項３】
　前記混合バインダ材は、ＰＴＦＥを９０重量％以上含む、請求項１又は２に記載のカソ
ード電極フィルム。
【請求項４】
　前記混合バインダ材の含有量は、５重量％以上、１０重量％以下である、請求項１～３
のいずれか１項に記載のカソード電極フィルム。
【請求項５】
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　前記混合バインダ材は、ＰＴＦＥと、ＰＶＤＦ、ＰＶＤＦ共重合体及びＰＥＯのいずれ
か１つとを含む、請求項１～４のいずれか１項に記載のカソード電極フィルム。
【請求項６】
　前記混合バインダ材は、ＰＴＦＥとＰＶＤＦとの質量比、ＰＴＦＥとＰＶＤＦ共重合体
との質量比、又はＰＴＦＥとＰＥＯとの質量比が１：５～５：１である、請求項１～５の
いずれか１項に記載のカソード電極フィルム。
【請求項７】
　前記混合バインダ材は、ＰＴＦＥとＰＶＤＦとの質量比、ＰＴＦＥとＰＶＤＦ共重合体
との質量比、又はＰＴＦＥとＰＥＯとの質量比が１：１～５：１である、請求項１～５の
いずれか１項に記載のカソード電極フィルム。
【請求項８】
　前記混合バインダ材は、ＰＴＦＥとＰＶＤＦとの質量比、ＰＴＦＥとＰＶＤＦ共重合体
との質量比、又はＰＴＦＥとＰＥＯとの質量比が２：３～５：１である、請求項１～５の
いずれか１項に記載のカソード電極フィルム。
【請求項９】
　電極フィルムの構成要素の重量割合と、乾燥粒子電極フィルム混合物の構成要素の重量
割合とが等しい、請求項１～８のいずれか１項に記載のカソード電極フィルム。
【請求項１０】
　前記カソード電極フィルムは、前記活性炭素を含んでいる、請求項１～９のいずれか１
項に記載のカソード電極フィルム。
【請求項１１】
　前記カソード電極フィルムは、溶媒残渣を含んでいない、請求項１～１０のいずれか１
項に記載のカソード電極フィルム。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載のカソード電極フィルムを備えているエネルギー
貯蔵装置。
【請求項１３】
　ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）と、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、Ｐ
ＶＤＦ共重合体及びポリエチレンオキサイド（ＰＥＯ）の少なくとも１つとを含むアノー
ド混合バインダ材を有するアノードをさらに備えている、請求項１２に記載のエネルギー
貯蔵装置。
【請求項１４】
　前記カソード電極フィルムは、カソード混合バインダ材を含み、
　前記カソード混合バインダ材は、前記アノード混合バインダ材と異なっている、請求項
１３に記載のエネルギー貯蔵装置。
【請求項１５】
　エネルギー貯蔵装置用の独立したカソード電極フィルムの形成方法は、
　活性炭素材料の第１の分量と、混合バインダ材の少なくとも１つの成分とを混合して第
１混合物を形成する処理と、
　前記活性炭素材料の第１の分量と、前記混合バインダ材の少なくとも１つの成分とを含
む前記第１混合物を高せん断にさらす処理と、
　リチウム金属酸化物、硫化リチウム、又はこれらの混合物から選択される活性材料の第
１の分量を加えて第２混合物を形成する処理と、
　前記第２混合物にポリテトラフルオロフラン（ＰＴＦＥ）を加えて第３混合物を形成す
る処理と、
　前記第３混合物をカレンダ処理して独立したカソード電極フィルムを形成する処理とを
備え、
　前記混合バインダ材の少なくとも１つの成分は、ポリビニリデンフルオライド（ＰＶＤ
Ｆ）、ＰＶＤＦ共重合体、及びポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）のうちの少なくとも１つ
を含み、
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　溶剤を用いない乾式工程である、エネルギー貯蔵装置用の独立したカソード電極フィル
ムの形成方法。
【請求項１６】
　前記第１混合物を形成する処理において、前記活性炭素材料とＰＶＤＦとを質量比で１
：５～５：１の割合で混合する、請求項１５に記載のカソード電極フィルムの形成方法。
【請求項１７】
　前記第１混合物を形成する処理において、前記活性炭素材料とＰＶＤＦとを質量比で１
：１～５：１の割合で混合する、請求項１５又は１６に記載のカソード電極フィルムの形
成方法。
【請求項１８】
　前記混合バインダ材の少なくとも１つの成分がＰＶＤＦを含むか又は前記混合バインダ
材の少なくとも１つの成分に対するＰＴＦＥの質量比が１：３～３：１である、請求項１
５～１７のいずれか１項に記載のカソード電極フィルムの形成方法。
【請求項１９】
　前記高せん断にさらす処理よりも後に、前記活性炭素材料の第２の分量と導電性炭素材
料とを前記第２混合物に混合する処理をさらに備えている、請求項１５～１８のいずれか
１項に記載のカソード電極フィルムの製造方法。
【請求項２０】
　前記高せん断にさらす処理は、ジェットミルによる処理を含む、請求項１５～１９のい
ずれか１項に記載のカソード電極フィルムの製造方法。
【請求項２１】
　前記活性材料は、リチウム金属酸化物を含む、請求項１５～２０のいずれか１項に記載
のカソード電極フィルムの製造方法。
【請求項２２】
　前記活性材料は、リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物、リチウムマンガン酸化物
、リチウムリン酸鉄、リチウムコバルト酸化物、又はリチウムニッケルコバルトアルミニ
ウム酸化物を含む、請求項２１に記載のカソード電極フィルムの製造方法。
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